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お茶むらい

　南九州市への移住・定住の促進と地域活性化を図ることを目的に，南九州市内の空き家（賃貸・売買を希望す
る物件）を「空き家バンク」に登録していただき，住まいをお探しの利用希望者に空き家物件の情報を提供する制
度です。
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※市が関与するのは，空き家所有者と利用希望者間の連絡調整や，物件の情報提供のみとし，賃貸・売買に係る
交渉・契約については，直接当事者間で行っていただいています。
　この場合，空き家バンクに登録している宅地建物取引業者（登録事業者）に仲介を依頼することも可能です。
※入居後は，自治会などの地域活動に積極的に参加していただくことをお願いしています。
※契約を行う際は，事前に，空き家の状態などの周辺環境を確認することをお勧めします。
※登録は２年間としています。（再登録可能）
　登録期間中の空き家であっても，利用や処分は所有者の判断で行って構いません。


